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○ 介護輸送に係る法的取扱いについて   

○ 介護輸送に係る法的取扱いについては、平成16年3月16日付け事務   
連絡においてお示ししていたところであるが、平成18年の道路運送法の   
改正に伴い、平成18年9月29日付け事務連紹により「介護輸送に係る   
法的取扱いについて」により、新制度による取扱いについてお示ししたと   
ころである。  

この取扱いにおいては、訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送につ  
いては、道時運送法第4莱又は第43締れ  
ており、「岬こ基づく登  
録を受けることができることとされている。   

また、これらの許可又イま登録を受けずに運送を行う訪問介護事業所lこつ  
いては、介護報酉州の対象としないこととされている。この報酉州こ力＼力＼る取  
扱いについては平成19年9月30日までは周知期間とされ、栗絹り度につ  
爛こ、周矢口期間中は前述の報酉州こ力、力、る取扱  
いは行わないこととされている。  

○ この改正道路運送法においては、NPO法人等が自家用自動車を用いて有   
償運送を行う場合においては道路運送法第79実の登録を受ける必要があ   

り、登録を受けるためには、市町村（又は都道府県）が主宰する「運営協   
議会」の議を経る必要があることとされている。  

運営協議会のさらなる設置促進及び円滑な施行について、各地方運輸支   
局等においても各地方公共団体に対して必要な助言等支援を行われている   

が、各都道府県福祉部局におかれては、福祉有償運送部局と交通部局との   
連携を図り、運営協言義会の設置促進に向けた積極的な支援等をお願いした   
上ユ。   

○ なお、今回の改正道路運送法に基づ＜登録を受ける際の参考となる資料   
をお示しするので、各都道府県において福祉有償運送を運用される際の参   
考とされたい。  

（参考資料）  

参考資料1  

参考資料2  

介護輸送に係る法的取扱いについて（平成18年9月）  

「NPO等の方々が行う自家用自動車を用いた有償旅客運送については「登   

録」が必要となります。」（改正道路運送法リーフレット）  

「道路運送法等の一部を改正する法律」  

地方運輸支局の担当窓口一覧  

運営協議会の設置状況について  

参考資料3  

参考資料4  

参考資料5  
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介護輸送に係る法的取扱いについて  

平   成   1   8   年   9   月  

国 土 交 通 省 自 動 車 交 通 局 旅 客 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

介護輸送に係る法的取扱いについては、平成16年3月に整理し、運用してきたと  

ころであるが、今般、道路運送法等の一部を改正する法律（平成18年法律第40号。  

以下l‘改正法」という。）が本年10月1日から施行されることに伴い、新たに以下の  

通り整理することとした。   

1．訪問介護について   

① 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法（昭和26  

年法律第183号）第4条又は第43条の事業許可（一般又は特定）によること  

を原則とする。  

（∋ NPO法人その他道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第48  

条に定める法人等は、一定の手続き、条件の下で、道路運送法第79条に基づく  

登録を受けることができる。  

（診 訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合については、一  

定の手続き、条件の下で、道路運送法第78条第3号に基づく許可を受けること  

ができる。   

④ 訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登  

録を求めることとし、これらを受けずに運送を行う訪問介護事業所については、  

介護報酬の対象としないものとする。  

なお、障害者（児）福祉サービスに係る自家用自動車を使用した有償旅客運送に  

ついても、上記①～④の方針に沿って具体的な取扱いを行うものとする。   

2．施設介護について  

施設介護事業者（デイサービス、ショートステイの事業者を含む。）が行う要介護   

者等の送迎輸送については、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の   

安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、道路運送法の許可を受けた旅   

客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。  

また、障害者自立支援法の改正により、デイサービス事業の廃止や短期入所事業   

の送迎加算が廃止されたことに伴う障害福祉サービス事業者等に係る送迎輸送の取   

扱いについては、引き続き検討することとする。この場合において、当該送迎輸送   

に対して市町村が従来の送迎加算の範囲内の額（利用者負担分を含む。）を給付する  
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場合には、当分の間、「自家輸送」として取り扱うこととし、自家用輸送であること   

を明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、   

道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進   

する。  

：∋．周知期間について   

福祉有償運送に係る改正法による改正後の道路運送法（以下「新法」という。）の   

円滑な運用を確保するための体制整備や、新法第79条の登録制度の仕組み等につ   

いて各地方公共団体、事業者等の関係者への周知徹底を図るため、国土交通省と厚   

生労働省は、改正法施行後1年間の周知期間を設け、当該登録制度の運用のための   

体制整備や広報等を協力して積極的に行うものとする。   

当該周知期間においては、各地方公共団体、関係事業者に対する説明会の開催や   

当該登録制度に関するガイドブック等の地方公共団体の担当者への配布などを通じ   

て、計画的かつ効果的に当該登録制度の理解の深化を促進することとする。  

なお、当該周知期間内においては、新法第79条の登録の対象となるN PO等に   

ついては、登録取得に向けた環境整備及び指導等を実施することとし、その上でや   

むを得ない理由により登録を受けることができないものについては、これに係る行   

政処分及び刑事告発は行わないものとするとともに、上記1．④の取扱いについて   

は、当該NPO等に適用しないものとする。  
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NPO等の方々が行う自家用自動車を用いた  

償旅客運送についこ惇『登録』が必苧となり手す。  

平成Iさ年IO月I日に改正道路運送法が施行±れ、自家用自動車  

を俺用して有償にて旅客の移送サービスを行っているス捗行訴うと  

するNPO等の方々臥サービスを行う地域を所管する漣輸支局長  

等の行う登録を受什る必宇があり手す。  

登録の種類  

福祉有償運送  過疎地有償運送   

【福祉有償遅速と惨】  

NPO等が実費の範薗内であり営利  

と修辞仇られない範由の対価にきっ  

こ、自家用自動車を使用して行う原  

則ドア・ツー・ドアの個別輸送サー  

ビス  

【過疎地有償運送とl引  

退喋地域に訴いて、NPO等が実  

費の範園内であり営利とlさ認仇ら  

れぢい範薗の対価にさっこ、自家  

用自動車を俺用しこ行う輸送サー  

ビス   
ド
…
い
＝
H
は
「
 
 

【遅速対象旅客の範囲】  

身体愕害者、箸介誰者、零電探者等  

l運送対象旅客の範囲】  

過疎地域の住民及び蟹の親族等  

＝
」
け
．
い
＝
．
H
圧
J
l
 
 
 

蜜什ること力tで己る者lさ以下に脹定±れこ訴l  
脛  

／β  
一 叫■  

医療法人、牡金権祉法人卜商工会議所、商工会  
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／r  
登録手での流れ  

運輸ま局に訴什る審査  

一連営協純金に訴いて協議が調っこいるか。  

＞当絃有債運送の実施に必苧啓白勤車の保有がぢ士れこいる机   

もしく鯵保有する計画わtあるか。  

＞必苧な苧件を備えた運転者の確保力lな士れているか。  

ン運行管理体制及び整理管理体制が適切に確保±れている机  

㌢事故発生時の連絡体制が連Ⅶに確保±れているか。  

＞計画車両の全こが任意保険等に加入しているか毛しく捗加入   

する計画がある机  等  

審査ウりア  

＼／′    ＼ ノ＿一－一・、  
／  

ヽ、＼  詳しく惨  

所管する運輸貫局の稀送辞門に  

訴問い合わせ下±い。  

」（  ＼  ノー＼ノ   
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道路運送法等の一部を改正する法律  
○道路運送法の一部改正  
近年、過疎化が進行し少子高齢化が進展する中で、「どこでも、だれでも、自由に、使い  
やすく＿lというユニバーサルデザインの考え方を踏まえた交通政策の展開が求められてい  
る。このため、現在各地で導入されつつあるコミュニティバス、乗合タクシー、市町村バ  
ス、Nl⊃○等によるボランティア有償運送などの新たな運送サービスが、地域の多様な  
ニーズに的確に対応しつつ、安全・安心なものとして提供されるための措置を講じる。  

○多様な乗合旅客のニーズヘの柔軟な対応を可能に   

デマンドバスや乗合タクシーといった定期定路線以外の乗合旅客   
の運送についても「乗合事業」の許可でサービス提供が可能に  

○地域のニーズに応じた運賃・料金の設定・変更が可能に   

地方公共団体、地土或住民等地土或の関係者の合意がある場合には、   
上限認可が不要となり、ニーズに応じた柔軟な運賃設定が可能に  

地域住民との協働により、地域のニーズに柔軟に対応した  

コミュニティバスや乗合タクシー等の普及を促進  

○市町村／くスやNPOによるボランティア有償運送を可能とする制度を創設（登録制）   

過．疎地における住民の生活交通や移動制約者の移動手段など、バス・タクシー事業者   
によることが困難であり、地方公共団体、バス・タクシー事業者、地域住民等地域の   
関係者が必要と合意した場合、市町村、NPO等による運送サービス提供を可能に  
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運輸支局担当窓口一覧  

運輸局  運 輸 支 局 担 当 窓 口  電 話 番 号   

札幌運輸支局 輸送・監査担当   （011）731－7167  

函館運輸支局 輸送・監査担当   （0138）49－8863  

北  （0166）5卜5272  

海  （0143）44－3012  

道  （0154）5卜2521  

帯広運輸支局 企画輸送・監査担当  （0155）33－3286  

北見運輸支局 企画輸送・監査担当  （0157）24－7631   

青森運輸支局 輸送・監査担当   （017）739－1502  

東  （019）638－2155  

宮城運輸支局 輸送・監査担当   （022）235－2515  

秋田運輸支局 企画輸送t監査担当  （018）863－5813  

北  

福島運輸支局 輸送・監査担当   （024）546－0343   

茨城運輸支局 輸送・監査担当   （029）247－5244  

栃木運輸支局 企画輸送・監査担当  （028）658－7011  

関  
群馬運輸支局 企画輸送・監査担当  （027）263－4440  

埼玉運輸支局 輸送・監査担当   （048）624－1032  

千葉運輸支局 輸送・監査担当   （043）242－7335  

東                                東京運輸支局 輸送・監査担当   （03）3458－9233  

神奈川運輸支局 輸送・監査担当  （045）939－6801  

山梨運輸支局 企画輸送・監査担当  （055）261－0880   

新潟運輸支局 輸送・監査担当   （025）285－3124  

北 陸  （076）423－6618  

信 越  
（076）291－7853  

長野運輸支局 輸送・監査担当   （026）243－4603   

福井運輸支局 輸送・監査担当   （0776）34－1600  

中  （058）279－3714  

静岡運輸支局 輸送・監査担当   （054）26卜2898  

部  （052）351－5312  

三重運輸支局 輸送・監査担当   （059）234－8411   

運輸局  運 輸 支 局 担 当 窓 口  電 話 番 号   

滋賀運輸支局 企画輸送・監査担当   （077）585－7253  

近  （075）68ト9765  

大阪運輸支局 輸送・監査担当   （072）822－6733  

神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送・監査担当  （078）453－＝04  

畿  （0742）6ト7823  

和歌山運輸支局 輸送・監査担当   （073）422－2138   

鳥取運輸支局 輸送・監査担当   （0857）22－4110  

中  （0852）37－1311  

岡山運輸支局 輸送・監査担当   （086）273－2113  

国  （082）233－9167  

山口運輸支局 輸送・監査担当   （083）922－5336   

徳島運輸支局 輸送・監査担当   （088）64卜4811  

四  （087）882－1357  

国  （089）956－1563  

高知運輸支局 輸送■監査担当   （088）866－7311   

福岡運輸支局 輸送・監査担当   （092）673－1191  

佐賀運輸支局 企画輸送■監査担当   （0952）30－7271  

九  （095）839－4747  

熊本運輸支局 輸送t監査担当   （096）369－3155  

州  （097）558－2107  

宮崎運輸支局 輸送・監査担当   （0985）51－3952  

鹿児島運輸支局 輸送・監査担当   （099）261－9192   

沖縄  沖縄陸運事務所 輸送t監査担当   （098）877－5140   
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運営協議会設置状況及び許可団体数・車両数  

1．福祉有償運送  

○福祉有償運送の運営協議会 開催状況  

設置地域   設置数   

年度末  
世田谷区、大和市、三水村、小海町、松阪市（旧飯高   

度）  
10地域   町）、枚方市、岡山県、菊池市、玉名市、熊本県他関係  
10市町村   

歌登町、富良野町、福地村、七戸町、八戸市、阿見町、高崎   

年度末  
市、佐倉市、大網白里町、岬町、練馬区、板橋区、神奈川  
32地域      県、輪島市、中川村、丸岡町、雄踏町、山崎町、島根町、高  
知市 他   

宮城県、栃木県、大阪府、愛媛県、佐賀県、岩手県（両磐地   

年度末  
437地域   域）、東京都（多摩地区）、岐阜県（西濃地区9市町）、滋  
賀県（湖北地域）、札幌市、青森市、つくば市、名古屋市  
他   

年9月末現在  羽幌町、つがる市、土浦市、小松市、江南市、京都市、  497地域   雲南市、日南市 他   

年10月末現在  須賀川市、柏崎市、北山村、福岡市 他   502地域   

年11月末現在  印旛村、御殿場市、裾野市一長泉町・清水町   505地域   

○福祉有償運送の許可団体数・車両数  

許可団体数   車両数  （うちセダン）   

F度末   1，264   7，795  （4，491）   

FlO月末現在   2，125   12，639  （6，933）   

2．過疎地有償運送  

○過疎地有償運送の運営協議会 開催状況  

設置地域   設置数   

F度末   知内町、五霞町、福知山市、愛媛県 他   43地域   

F9月末現在  川西町、日南市、北郷町 他   46地域   

※10月、11月に新たに設置した地域は、無い  

○過疎地有償運送の許可団体数t車両数  

許可団体数   車両数   

≦  31   321   

≦  40   360   

平成17  

平成18  
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○高齢者の生きがいと健康づくりについて  

（1）事業の重要性  

高齢者の生きがいと健康づくり事業は、高齢期における健康で生きがいのある生   

活を維持するための社会参加や健康づくり等の各種活動を振興する上で、重要な役   

割を担っている。  

高齢者自身がその能力を生かしつつ意欲や目標を持って継続的に生活機能の維持・  

「占止のための活動を積極的に進めることが必要であり、地域において取り組まれて   

いる高齢者の社会参加、社会貢献、健康づくりなどの自助・共助の活動が、今後益  

々推進される  ことが期待される。  厚生労働省としても地域社会等において、豊かな  

経験と知識・技能を生かし、高齢者の生きがいと社会参加の促進を図るため、地域  

支援事業の任意事業のその他の事業である「高齢者の生きがいと健康づくり推進事  

業」により、引き続き支援していくこととしている。  

（2）老人クラブについて  

老人クラブは、その活動指針である「老人クラブ21世紀プラン」に基づき、「健  

康、友愛、奉仕」の「全国三大運動」とともに、地域を豊かにする活動等をそれぞ  

れの地域において推進しており、このような自助・共助の活動は明るく活力ある超  

高齢社会を構築するうえで、大きな役割が期待されるものである。  

老人クラブ活動については、自分自身の生きがいと健康づくりを進めることによ  

り、高齢者の生活意欲の向上や介護予防に資するとともに、友愛訪問など地域にお  

けるひとり暮らし高齢者等の心と生活の支援を図る活動等、さらには児童の見守り  

活動など地域で新たに期待される役割も生じており、地域福祉を推進する観点から、  

厚生労働省として、引き続き支援していくこととしている。   

各都道府県・指定都市・中核市においては、都道府県・指定都市・市老人クラブ  

連合会とも十分な連携を図り、老人クラブの活動に対して一層御配慮願いたい。   

また、市町村老人クラブ連合会及び単位老人クラブが行う事業についても、高齢  

者自身が主体となる活動等が、より効果的に展開できるよう、管内市町村に対し、  

積極的な指導及び助言を願いたい。   

なお、事業内容等については昨年と同様となっているところではあるが、各都道  

府県において所要の財源措置等を図ることにより、老人クラブ活動のより一層の促  

進を図られたい。  
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（3）「都道府県明るい長寿社会づくり推進機構」について  

高齢者の生きがいと健康づくりの推進を図るためには、都道府県明るい長寿社会   

づく．り推進機構が中心となり、関係団体、機関の参加、協力のもと、高齢者の社会   

活動の振興に積極的に取り組んでいく必要がある。  

また、当該事業は、交付税措置されているところであり、今後も引き続きその事  

業推進に支障が生じないよう各都道府県において所要の財源措置等の御配慮を願い  

たい。  

（4）全国健康福祉祭（ねんりんピック）の開催について  

高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、   

ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与することを目的として開催している全国   

健康福祉祭を、平成19年度は茨城県において開催（平成19年11月10日（土）   

～11月13日（火））することとしている。   

また、開催地が決定又は内定している自治体にあっては、今後、開催期日等の内  

容を決定する際には、例年、介護支援専門員実務研修受講試験を10月の第3又は  

第4日曜日に実施していること等を勘案のうえ、日程等を調整されたい。  

ア いばらき大会に対する選手等の派遣  

全国健康福祉祭の趣旨である高齢者の社会参加、健康づくり及び地域間、世代   

間の交流を積極的に推進するため、選手等の派遣にあたっては、都道府県明るい   

長寿社会づくり推進機構等とも十分な連携を図りながら、各イベントにおける参   

加者の裾野を広げられるよう広報に努めるなど御配慮願いたい。  

なお、選手募集については、「第20回全国健康福祉祭いばらき大会の概要（参   

考資料1）」を参照されたい。  

イ いばらき大会における「長寿社会・私の主張」等の作品募集  

全国健康福祉祭の一環として、「長寿社会・私の主張」、「長寿社会・小学生作文」   

及び「長寿社会・小学生の絵」の募集の協力依頼については、別途通知（参考資   

料2）したところであるが、管内関係機関への周知及びリーフレットの配布につ   

いてご協力いただくとともに、できる限り多くの作品が出品されるよう御配慮願   

いたい。  
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ウ 地域における高齢者のスポーツ・文化活動等の推進   

全国健康福祉祭の目的、理念を地域に浸透させ、健康増進、文化活動の推進を   

図る観点から、各地方自治体においても、地域の実情に応じた地方版ねんりんピ   

ックの開催など、引き続き、健康・生きがいづくりに対する積極的な取組につい   

て御配慮願いたい。  

土 第20回全国健康福祉祭いばらき大会（ねんりんピック茨城2007）  

・テーマ さわやかな 長寿の風を 茨城に  

・期 日 平成19年11月10日（土）～11月13日（火）  

・会  場 水戸市をはじめ21市町  

・今後の開催予定  

第21回（平成20年度） 鹿児島県  

第22回（平成21年度） 北海道、札幌市  

第23回（平成22年度） 石川県  

第24回（平成23年度） 熊本県  

第25回（平成24年度） 宮城県、仙台市  

オ 開催地の内定について   

第26回（平成25年度）から第29回（平成28年度）の開催地については、  

以下のとおり内定したので、関係機関等へ周知願いたい。  

第26回（平成25年度） 高知県  

第27回（平成26年度） 栃木県  

第28回（平成27年度） 山口県  

第29回（平成28年度） 長崎県  
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